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住民税・森林環境税第3期納期限は10月31日（金）です。

いろいろな方法で納めていただけます!

いつでも（２４時間受付）

スマホ・パソコンで

即 日 登 録 完 了

お申し込みは 品川区 Ｗｅｂ口座振替 検索

お申し込みいただくと、ご指定の金融機関の口座から自動的に

引き落としとなります。

納め忘れがなく、大変便利ですので、ぜひご利用ください。

便利

安心確実

住民税・森林環境税（普通徴収）の納付は『口座振替・自動払込』

☆口座振替の手続きは、品川区ホームページから申し込みができます。

インターネットバンキング・ＡＴＭ・スマホ決済アプリ・クレジットカード等でも納付ができます！

クレジットカード
クレジットカード（モバイルレジ
クレジット・ネットｄeモバイルレ
ジ）で納付ができます。
※別途決済手数料がかかりま
す。

スマートフォンからスマホ決
済アプリを利用して納付がで
きます。

スマホ決済アプリインターネットバンキング

ATM
自宅などから金融機関のイン
ターネットバンキングを使用し、
納付ができます。

ペイジーマークの表示のある
ATMで納付ができます。

※ 詳しくは、品川区ホームページをご覧ください。

１０月３１日（金）は普通徴収 第３期の納期限です

ネットｄｅモバイ

ルレジはこちら



税 を 考 え る 週 間

都・区納税キャンペーン
税について理解を深めて頂くための

ＰＲ活動を行います。
１１月１１日（火）～１７日（月） 区内各所
（主催：品川・荏原納税貯蓄組合連合会 予定）

毎年 11月11日から11月17日は 「税を考える週間」です

国税庁では「これからの社会に向かって」を今年のテーマとして、皆様に日常生活と税の関わりを理解

していただくことにより、納税意識の向上を図ることとしています。

品川区でも、法人会・納税貯蓄組合連合会と協力して催しを行ないますので、ぜひお立ち寄りください。

区税ギャラリー
税の制度や仕組みのパネル展示、
中学生の「税についての作文」を掲示します。
１１月 １１日（火）～14日（金） （予定）
区役所本庁舎と防災センターをつなぐ

３階連絡通路にて

チャリティー映画上映

区民セミナー
品川区民も狙われている！
警察が語る特殊詐欺の怖さと予防策
〇 １１月１１日（火）１４時～１６時
きゅりあん ６階大会議室
（主催：品川青色申告会 ＴＥＬ ０３-３４７４-７５６４）

〇 １１月13日（木）１４時～１６時

荏原文化センター

（主催：荏原青色申告会 ＴＥＬ ０３-３７８３-３４９４）

１１月１４日（金）
スクエア荏原ひらつかホール
主催：荏原法人会
TEL ０３-３７８３-９９００

るさと納税（寄附）による税収
品川区では、ふるさと納税による住民税の減収額が年々増加しており、令和７年度

は約59.6億円が他の自治体へ流出しました。この額は、区の事業に例えると、区立

小学校の新校舎建設にかかる費用の約１校分に相当する金額です。

この状況が続けば、将来的に行政サービスへの影響が懸念されます。そのため区は、

特別区長会を通じて「ふるさと納税制度」の廃止を含めた抜本的な見直しを国に対し

強く求めています。

一方で、区では住民税の流出に歯止めをかけるため、ふるさと納税として区民の皆さ

んにも応援していただける「クラウドファンディング」などの取り組みを進めています。

また、財源確保とともに区の魅力発信の一環として、

区外の方に「応援したい」「訪れたい」と感じていただけるよう、区内の地域資源を

有効活用した体験型・商品型返礼品の拡充に取り組んでいます。

ふ の現状減

～詳しくは、10/１広報しながわ「ふるさと納税

特集号」をご覧ください。～


